
                                          

自動車保険「ドライブレコーダー特約」の特長 

1. 事故発生時の自動事故連絡機能 

車両に一定以上の衝撃を検知した場合、ドライブレコーダーが自動的に事故発生を検知し、保

険会社へ通知されます。 

2. 事故状況の即時把握と初動対応の支援 

専門オペレーターが映像および位置情報等をもとに事故状況を把握し、必要に応じて救急要請

や事故対応の初動を支援します。 

3. 客観的証拠としての映像データ活用 

事故前後の映像データを保険会社が適切に管理することで、事故状況の客観的把握が可能と

なり、過失割合の判断や示談交渉を円滑に進めることに寄与します。 

4. 映像データの確実な保存・管理体制 

事故映像は自動送信され、上書き・消失リスクを低減。お客様自身での操作や管理負担を軽減

します。 

5. 保険サービスと一体化した安心設計 

保険契約に付帯するサービスとして、機器の不具合や運用面についても保険会社のサポート体

制が整っており、市販ドライブレコーダーにはない安心を提供します。 

 

一般的なドライブレコーダーとの違い 

本特約は「映像を記録する機器」ではなく、事故時の対応・解決までを支援する保険サービスの

一部として設計されています。ぜひ、弊社までお尋ねください。 

 

                      

お客様各位 

電話 ０７６－４９３－４５８８  メール contact@tf-hoken.co.jp   または、HP お問い合わせ欄より 


